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新体育館基本方針・基本計画に関する小委員会日程 
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【午後７時００分開会】 

○澤本委員長  定刻となりましたので、ただいまから第４回新体育館整備基本方針・基本計画策

定に関する小委員会を開会いたします。 

ただいまの出席委員数は６名です。浪越委員、野口委員、鴨川委員からの欠席の連絡があり

ました。出席委員数が過半数に達しておりますので、本会議は有効に成立しております。 

前回は、委員各位に事務局案をお持ち帰りいただき、検討していただくこととなっておりま

した。早速、各委員の御意見をお聞きしたいところですが、新たな資料が提出されております

ので、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、こちらの方から新たな資料につきまして説明させていただきます。 

まず、前回、今の体育館が改修できないものかということで、一つのたたき台をお示しした

ところでございますが、その後、いろいろ調査をいたしました。その結果、一番上の紙をごら

んいただきたいのですが、建築基準法の縛りがございまして、あの体育館ができた後、建築基

準法が変わりました。その法改正の関係で、今の体育館の床面積をふやすような改修はできな

いことになっております。したがいまして、第５競技場に屋根をかぶせて広い部屋がつくれな

いかということを、この間、たたき台でお示ししたのですが、これについては非常に難しいと

いうことが確認できました。 

それから、もう一つ、中庭に屋根をかぶせることでレクホールを拡大できないかということ

もたたき台としてお示ししたのですが、これも中庭に屋根をかぶせることで面積が広がってし

まいますので、これもかなり難しい、その２点が確認されております。 

   それから、もう一つ、じゃあ、どういうふうになら改修ができるのかということでございま

すが、建物の主要構造部、主要な強度を持たせる部分ですね、ですので、屋根とか柱、あるい

は建物を支えている壁、単に仕切っているような、力がかかっていない壁は手を入れても大丈

夫なのですが、主要な壁を抜いたりすることはできない。ただ、耐震補強ですとか、あるいは

壁をふやす、仕切りをふやすというようなことは可能であると。それは確認してございます。

ただ、それはいずれにいたしましても、法が変わっておりますので、どういう手を入れるにし

ても、必ず建築審査会の方の許可を得なければならないということになっております。 

   そうした縛りの中で、では、どういうことならできるのかというのがそこの２番に書いてご

ざいます可能な対応ということで、図面の方を１番大きな図面、一番下の図面を見ていただき

たいのですが、まず一番下の部分、主競技場と同じレベルの部分ですけれども、ここについて

は第２競技場、第３競技場、第４競技場、これはもともと支えがない部屋で、全部がぶち抜き

にできる部屋になってございますので、ここをまとめて一つの部屋にする、これは可能でござ

います。そういう形に改造するとどうなるかといいますと、そこの図面に書いてあるように、

６６４平米の多目的室をとることが可能であると。 

それから、その右隣なのですが、休憩室、体力測定室、トイレ等がございます。ここについ

ては第２競技場との境の壁、これは館を支えている可能性が非常に高いので、この壁を抜くこ

とはちょっと難しいのではないかと考えられます。ただ、その中の仕切りの壁につきましては、
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これについては抜ける可能性が残されてございます。それについては、これからまた建築関係

の所管と一緒に協議を進めてまいりたい。ここは一つ可能性だけは残されているということで

ございます。もしそのとおりになるとすれば、そこは１３２平米の部屋が一つつくることがで

きると。ただ、これは今後調査が必要ということです。 

   それで、一つ上の階に戻っていただきまして、レクリエーションホールがあるところがどう

かということなのですけれども、レクリエーションホールの方の壁も抜けるところと抜けない

ところ、これもはっきり断定はできないのですが、今の第２会議室と第３会議室は、今そもそ

も抜いて使ってございますので、ここは合わせて１２１平米、これはとれます。ただ、その第

１会議室と第２会議室の間ですね、ここの壁については力がかかっている可能性がございます

ので、この壁はちょっと抜けないのではないかなと考えております。その隣の応接室、それか

ら厨房、あと喫茶室ですね。ここの壁につきましては、二つあるわけですが、応接室をサンド

イッチする形の壁が２本入ってございますが、これはどちらかは抜ける可能性があると。ただ、

今のところそれは断定できませんので、今はとりあえず両方の壁を抜かない形でお示ししてご

ざいます。その場合に、会議室をすべてレクリエーション室にということで用途を変更する、

レクリエーション関係の方々に使っていただけるような感じにして、かわりに、じゃあ、会議

室がなくなるではないかということで、そこを自販機コーナーの方に持っていき、自販機コー

ナーを応接室に持っていったらどうかというのがここに示した案でございます。これにつきま

しては、今、壁が抜ける抜けないの部分を全部抜けないと仮定してお話ししてございますので、

建築基準法に触れることはありません。これはかなりのといいますか、まずできるであろうと

推測されるたたき台でございます。 

   小さい方の２枚目の紙をごらんいただきたいのですけれども、これにつきましては、一番下

の大きな紙ですね、Ｂ１階と書いてある紙ですが、第２、第３、第４競技場、それから先ほど

壁が抜ける可能性があると御説明いたしました指導員室とか、トイレとか、そういった部分を

そこだけを抜き書きしたものでございます。ですので、一番上が現状ということで、左から第

４競技場が２０２平米、第３競技場が１９８平米、第２競技場が２６４平米、それからもしで

きるとすれば、指導員室等が１３２平米と、こういう四つの部屋ができていますよという形で

ございます。 

   その下の①、ここのところは、では、この四つの部屋をどういうふうに使うことが可能かと

いう例を１から５番まで示してございますが、１番目は、第２競技場を二つに分割して、小規

模団体用の部屋をたくさん設けるということでございます。ですので、第４競技場と第３競技

場は今のまま、それで第２競技場に小さい部屋を設けることで１３２平米という部屋を三つ使

える。こうなれば小さい団体がたくさん入ってきても用途に耐えるであろうと。そういうこと

でございまして、あと、ごめんなさい、一番肝心なことを説明申し上げ忘れてございましたが、

この灰色に網かけのようになっている新競技場と書いてある部分以外は、すべて壁を自由にで

きます。ですので、一番右の部屋はこの１３２平米で固定ですが、左側については壁を自由に

移動できます。ですから、これはこういう使い方もできるという例示でございまして、壁は可
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動式です。それで、その可動式の壁を動かすことでどうなるかという一つの例が①、今申し上

げましたとおり、小規模団体が多数予約が入った場合にはこういう使い方ができる。 

それから２番目は、ちょっと大きな団体が入ったときにどうするかという例でございまして、

２０２平米、第４競技場はそのまま、第３競技場を第２競技場の半分と使う、一緒にすること

で３３０平米の部屋がとれます。さらにその右二つに小さい部屋二つと。 

それから三つ目の例は、第２競技場と第３競技場をつなげた形です。第４競技場２０２平米

のほかに、４６２平米の多目的室、それからあと小さな１３２平米の多目的室という使い方。 

それから４番目は、すべてをつなげた、そう仮定した場合にすべてをつなげると６６４平米

の多目的室があらわれると。それで、小さい団体用の部屋も一つできる。 

   それからもう一つ、最後に５番目は、これはすべてを等分に割ったらどうなるかという例で

ございます。等分に割ると２２１平米の部屋が三つできますと。それから１３２平米の部屋が

一つと、そういう形でございます。 

   こういった形で一応、そういう改修をした中で、１３２平方メートルから６６４平方メート

ルの多目的室が今の第２、第３、第４競技場のところにあらわれますという一つの改修例でご

ざいます。 

   それからあとまた、上の階、大きい図面の１階の方を見ていただきたい。こちらちょっと例

は示してございませんが、レク室①、②、③と左から書かせていただきましたが、今のレクリ

エーションホールが１５５平米、それからレク室の②は、分割もできますので、今、第２、第

３会議室をつなげた形ですと１２１平米、これをまるで半分にできますので６０平米、６０平

米という部屋が可能です。さらに今の第１会議室は６０平米と。そういうことでレクリエーシ

ョン系の団体につきましても小さな部屋は三つ用意できるという形です。 

   そうした中で、こういうことは改造ができる形をお示しいたしましたので、この形を踏まえ

た中で、それでも新しい体育館の方に、ここの一番下、先ほど説明したとおり、６６４平米の

部屋もとれますので、そうした中で新しい体育館にどれだけの多目的室が必要なのか、その多

目的室にはどういう機能を持たせるのか、あるいはもっと小さい部屋が必要なのか、そういっ

たような議論をしていただければと考えております。以上でございます。 

○澤本委員長  事務局の説明が終わりました。 

   それでは、ただいまの説明を踏まえて、各委員のお考え、御意見をお願いいたします。 

   前回、たしか館長さんの方から、この前の資料についてはしっかり検討していないので、た

たき台という程度で見てくださいという話だったのですが、きょうの説明を聞きますと、建築

基準法にひっかからなくてこのようなスペースができると、こういうことですね。 

○事務局  はい。 

○澤本委員長  それで、前から話しているように、新しい体育館をつくるに当たって、既存する

体育館も頭に入れながら意見を出してくださいということだったんですが、既存する体育館が

耐震補強やリニューアルをした場合には、それがしっかり決まっていないと話にならないとい

うことだったんですが、きょうは十分に資料が出ていますので、これを踏まえて皆さんの意見
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をと、こういうことですね。 

○事務局  先ほど事務局からの説明があったとおり、建築基準法上はこういうことができるとい

う一つの案でございます。それで、この中身については、恐らく審査会とか、もしくは建築課

の方の確認行為で、恐らくできるだろうという推定のもとの資料でございますので、それだけ

はちょっと御了承の上で。恐らくという話でございますので。 

○澤本委員長  役所ですから、パーフェクトでないと「うん」とは言わないでしょうけれど、そ

れに近くなったというふうに判断していいですね。 

○事務局  そうです。 

○澤本委員長  ちょっと聞きたいんですが、先ほど中庭のところがなんとなく奥歯に何か挟まっ

たような言い方なんですが、これは絶対にだめなんですか。中庭のところに随分むだなスペー

スがあって、これを何とかしてもらいたいということで、前回ではたしかここも含めての企画

だったんですが、これはこちらの文章によりますと手を加えることができない、難しいと書い

てあるんですけど、絶対にできないんですか、これ。 

○事務局  こちらの部分については、中庭ですので、当然、屋根をかけなくては使えないという

部屋になってしまいますね。そうしますと、先ほどこちらに説明してあるとおり、屋根をつけ

ることは基本的にはできないという形になっていますので、こちらの中庭についてはこのまま

という形になろうかと思います。 

○澤本委員長  その確率が高いという。 

○事務局  というか、確率というか、恐らくですけど無理だと思います。 

   あとすみません、補足でもう１点いいですか。実は先ほど、私、自分の職場に戻りまして、

今、１階の部分のレク室、こちらに今、①、②、③という形で載っておりまして、自販機コー

ナー、この中に②と③の間に壁がついております。それから、レク室③と自販機の間にも壁が

あります。それで、自販機と会議室の間にも壁があります。どの程度の壁かなと思って、ちょ

っと私なりに見てきたんですが、まず自販機と会議室の間の壁、これは明らかなコンクリート

です。ですからこれはまず壊すことはできません。 

○澤本委員長  このままと。 

○事務局  はい。ですから、まずこの自販機と会議室と書いてある間の壁は、これはまず不可能

だと思います、取っ払うのは。 

   それと、可能性がもしあるならば、レク室②とレク室③の間の壁、それからレク室③と自販

機の間の壁、これはたたいてみますと、木みたいな感じですね。要するに、ベニヤを少し張っ

たような感じ。ただ、それもよく見なくてはわからないのです。なぜかと言うと、ベニヤを張

って中にコンクリートを張るということもあるかもしれませんので、ただ、先ほど言ったよう

な明らかなコンクリートじゃないんですよ。たたいた感じで全然違います。そう考えると、こ

こもひょっとしたら可能性があるかもしれないんですが、これはちょっと調査してみなくては

わからないので、すぐには、今はちょっと結論は出ません。 

○澤本委員長  ということを、こちらの今の現在の体育館のリニューアルの、ほぼ大丈夫だろう
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ということを踏まえて、新しい案を出していただきたいのです、皆さんに。それは前の資料に

も出ていると思うんですが、私の方から一つ事務局に質問があるんですが、体育協会からはプ

ールの要望があったと思うんですが、これは絶対にプールというのは可能性がないんでしょう

か。 

○事務局  絶対ということはございませんけれども、ただ、経費の関係とか、もろもろを考えま

すと難しいかなと。多分つくるとすれば、今２５メートルプールについては甲の原、あったか

ホール、すぐ近くの東浅川保健福祉センターにございます。そうしますと５０メートルのプー

ルということになってくるかなということになりますと、これは非常に経費もかかりますし、

その後のランニングコスト、そういうものも考えますと、少し難しいんではないかというふう

に判断しています。 

○澤本委員長  ちまたでは八王子、大八王子で５０メートルプールが一つもないのかと。大学の

プールを借りるので満足しているのかというような声も私の方にはちらほら入っているんです

が、予算的に無理という答えですね。 

○事務局  市長とは具体的に、では、プールがどのぐらいかかるかということでの議論はしてい

ませんけれども、今の段階では市長の方で私どもに話があったのは、全国規模の大会というの

は、これはプールを除いた大会というふうに私ども理解しております。そういう中では、この

時期に通常の体育館とあわせてプールを建設するということになりますと、やっぱり難しいと、

経費的なことですね、当然。難しいというふうに判断します。 

○澤本委員長  それともう一つ、射撃場でライフル射撃連盟の方からも要望が出ていまして、空

気銃の射撃場ということを要望しています。これは危険性があるので大体地下につくられてい

るところがあるんですが、要望書の資料の中に関西のどこか、大学か何かの射撃場が出ている

と思いますが、今、クレーとかライフルというのは場所がなくて、都民大会とか、市町村大会

でも大分苦労していまして、会場が成田まで行くか、埼玉まで行かないと都内にはもう皆無な

んですね。クレーについてはちょっと難しいとは思うんですが、空気銃の射撃場というのがあ

ると、多分、八王子の人口から言ってそんなに多くはないと思いますが、これが東京じゅうに

ニュースになりますと、市の外から外貨獲得というか、よそからたくさん利用する人が出てく

るかもしれないんですが、それについてはどんなふうに考えておりますか。 

○事務局  まずライフル射撃の方でございますが、提出された要望書の中では、５０メートル、

それから１０メートル、その射撃場ということで要望が出されております。そうした中で、ラ

イフルということで、もう完全にコンクリートで全部トンネルのような状況で射撃を行うわけ

なんですけれども、それがとれないかということで、ちょっとこちらでも考えはいたしました。

ただ、そういう形のものですから、地下はどうかと、そのＢ１階という市民体育館の図面がご

ざいますが、ここにどうかなというのを最初考えたんですが、ちょっと５０メートルというの

がとれないという形。それから地下なので、新たにそういうものをつくるのが難しいと。それ

と、じゃあ、新しい体育館にどうかということなんですが、新しい体育館の方でも、地下でも

あれば別なんですが、ちょっと今、上の方に部屋を持ち上げてございますので、トンネルのよ
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うなそういうものをつくれるかどうかというのは、ちょっとこちら、事務局サイドでは今のと

ころ答えが出せない状況でございます。 

○澤本委員長  あと何か皆さん、私があまりしゃべっているといけないので、どうぞ皆さん、ど

うですか。 

○委員 本日、示された案の中で、現在の体育館の方の２、３、４が一つの大きな６６４平米とい

うところになったとすると、そうするとＡ４版の先ほど現状と１番から５番までの図とあわせ

ていくと、可動式の仕切りができるのであれば、問題は柔道場、または多目的というところを

とるかとらないかだと思うんですよ。これをもしとるとすると、柔道場が確保できて、そのか

わり多目的ホールが小さくなる。もしここを６６４の多目的ホールができれば、前回まで御要

望があったダンスの方等の御要望にも十分答えられるようになるので、新体育館の方に今度、

大きな多目的ホールではなくて武道場をつくるというふうになるんではないかと思います。 

   だから、ここをまず、今の体育館の６６０をとるのか、ここの柔道場をそのまま残すのかに

よって変わってくるんではないかなと思います。 

○澤本委員長  本来ここは競技場なので、ダンス等が該当するようには私は考えられないと思い

ます。これは上にあるレク室とか、こちらがダンス等が使うような、そのために広くとれてい

るというふうに私は解釈していますし、それといろいろ経緯がありまして、この柔道場に関し

てはもう少し柔道連盟の意見とか、柔道愛好者の意見もしっかり聞かないと、簡単にそういう

ふうに決められる問題ではないです。 

   余り細かくそこまでいかなくて、この間の話では、こういうのをつくっていただければ向こ

うが少し軽減するんじゃないかとか、同じようなものが二つできなくてもいいということだっ

たんですが、最終的な結論の中では広さを確保しておいて、区分けをすれば、もしもこの間の

案のときにこういう案が出ないとしても、現状のままでも向こうは区分けできるし、こちらが

こういうふうに区分けしてできても、向こう側がそういう同じ型、これと同じような形をつく

ってもいいんじゃないですか。柔道場に固執しないで、全体的に三つの６６４に近いようなも

のが向こうにできても別に問題はないんじゃないですか。どちらかに柔道がいくとか、二つで

きるとか、二つ必要があるかどうかわかりませんけれど、どちらかによるとかということは、

その後の問題で、総体的にこれは多目的な柔道場というよりも多目的室というふうに、最初の

話ではなっているはずなんですね。武道場ということではなくて、何とか場ではなくて、全部

多目的室なので、ただ問題は畳をどうするかという問題だけだったんですね。今その話なんで

すね。 

○委員  畳の常設したところをつくるという前提で、私はお話をしました。 

○委員  この前、私は前々回の会を知らずに、この建設委員会は新しい体育館だけ考えればいい

じゃないかという発言したんですが、そうじゃない、今の既成のものを改装していくんだとい

うお話だった。そうしたら、事務局の方で改装の予算もまだしっかりしていないというお話で、

改修のめどが立たないのにそれを話していくのもどうかなという気がするわけで、私、今、せ

っかく新しい体育館をつくるんですから、こっちに移す、うちをつくったと。お風呂は向こう
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にあるからいいじゃないかというんじゃなしに、やっぱり最低限必要なものは僕はつくるべき

だと思うので、今お話しにあるように、武道場はやはり畳をいつも出してきて敷くというんじ

ゃなしに、やっぱり武道場はどこかに一つあるべきだというふうに思うわけで、あとはできる

だけ多くの多目的ホールと。 

   ですから、古い方にあるから新しい方はいいんじゃないかというのではなしに、何とかでき

る限り、新しい方にも最低限の体育館としての施設があった方がいいという気がするんですけ

れども、いかがでしょうか。そういう考えは甘いでしょうか。 

○澤本委員長  問題として、利用度数だと思うのですね。どのぐらい利用するかというのが問題

で、二つあって十分に稼動するかどうかという問題で、その必要性があるかどうかももう少し

検討していかないと、今ある柔道場をそのままある程度五つのプランの中に一つ入れて、向こ

うにもう一つ柔道場というのはちょっときついような気がしますけど。それは考え方ですから、

今の委員のような考え方でもよろしいとは思いますけど。 

○委員  今の話が出ている、畳の要するに武道場というのは、確かに上げたりすることはできる

んだけど、実際はすごい大変ですから、やはり固定の場所が必要だと思うんですよ。今、委員

長がおっしゃるように、それがずっと効率よく使われていれば、それは２カ所あってもいい。

でも、できるだけ多目的にしたいというのは、あいているときはほかでも使えるようにしたい

ということだと思うんですね。だから、私は畳の敷きっぱなしの場所というのは、どちらかに

１カ所おいておいて、あとは多目的にあいているときはほかの競技も使えるようにしておいた

方が、やっぱり例えば武道場という名前をつけられちゃうと、そうするともう武道以外はだめ

だとなっちゃうし。 

○委員  たとえ剣道場であっても、フロアでもあっても、何かそこに靴で入るとまずいような。 

○委員  だから、できるだけ効率よく使えるようにしていただくことがよろしいんじゃないかと

思うんで、ただ、畳だけは一々上げたり敷いたりするというのは、物すごく大変なんですよ。 

○委員  八王子としては、どこかの体育館にちゃんとした武道場としての畳を敷いた常設の柔道

場を確保すると。 

○委員  畳の分だけね。武道は柔道だけじゃないですけれども、畳のところだけは１カ所固定の

方がいいのかなというふうに私は思っているんです。それは、今の体育館にするか、新にする

かというのはこれから検討すればいいわけですから。 

○委員  畳の柔道場でもほかの武道が使える武道もありますよね、畳であってもね。 

○委員  畳でできるものは当然いいんですけどね。 

○澤本委員長  今言った、新しくどこかまたもう一つつくるんじゃなくて、今ある体育館に畳の

部屋をつくるか、それから、これからできる体育館に新しく畳の部屋をつくるか。柔道連盟と

すれば両方つくりたいだろうし、柔道愛好家はそうだろうけど、そうばかりは言っていられな

いので、その辺もよく研究をして、今急に早急にこちらにおいたらとかということではなくて、

とりあえず、このプランでは現状五つのプランが出ていますが、これは一応おいておいて、こ

こで柔道場を決めてしまう方がいいのかどうか。この今の台町のところに入れるということに
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なってしまいますと、向こう側の方へつくるかつくらないかとなると当然つくらなくなっちゃ

うんで、その辺も、柔道を盛んにするためにはどうしたらいいかということも考えなくてはな

らないんですよね。 

   柔道なんかは私が言っているように、子どもをある程度定期的に来させたり、それからお母

さんが送り迎えをしたり、塾のバランスとかを考えると、あまりいじらない方が私的にはいい

んではないかと。ですから、今ある体育館のままにして、新しい方にもっと違った広い多目的

のものをつくった方がよろしいんではないかと、私は武道の方とすれば、柔道とは話をしてい

ませんけれども、私は違う競技ですが、やっぱりそんなふうに考えています。 

   この競技場についても市民なんだからどこでも使えるといったら、それまでになっちゃうの

で、これとこの審議と一緒にあわせていただきたいのは、役所側がある程度方向づけていただ

いて、俺は市民なんだからどこでも使えるんだといって行ってしまったんじゃ、この話は全然

話にならないわけですよね。レク室で使うようなものが競技場に来てしまったり、競技場に使

うようなものがレク室に来ちゃうと、これは交通整理ができないもので、一定の交通整理があ

るということを前提に、この考え方でいかないとうまくいかないんじゃないですかね。せっか

くつくっても、役所側がこことここで使うだろうという想定だけされたんじゃ、市民はどこで

も使える権利があるといって来ちゃうと、極端な話ですが、主競技場に５０人ぐらいだって、

俺は申請するというのはできるわけですから。規制がなければ。 

   例えば逆に、この第４競技場に俺はたくさん入れたいんだといって、ごちゃごちゃに入れて、

危険を感じるほど入れてしまっても、俺が使いたいと思ったらば、とめられないんでは困るわ

けで、極端な話。やっぱり方向づけるということを前提に、この話をしていただきたいと思う

んですけど。 

○委員  それは基本的に機能分割をしていくということだから、当然そういう考え方で進めなけ

ればいけないと思うんですよ。要するに、新しい体育館にしかない機能と、それから地域性と

いうか、新しい体育館にも今までの体育館にも同じ機能がある部分、その同じ機能のある部分

は、言ってみれば一般市民が自由に使えるところというふうに考えればいいんじゃないですか。

例えば新しい体育館で言えば、まだ結論は出ていないけれども、多目的ホールとか、そういう

ものができたとすれば、そこは向こうにもこっちにもあるから、たくさん団体があったら週お

きに使ってもらうとか、あるいは順位を何かで決めていくという、それはできないことはない

と思う。管理者がその気になればできることだというふうに思いますので、大丈夫だと思うん

ですね。ただ、少ない体育館ですから、地域性を考慮して同じ機能の部分が多少あっても、そ

れはよろしいんじゃないかと思いますけれども。 

○澤本委員長  私の方から、委員にお聞きしたいんですけれども、ダンスの連盟がありますよね。

ダンスの連盟なんですから、一個体が固まって連盟ですよね。連盟まとまって一緒にいつも稽

古するということじゃないわけですね。 

○委員  ではないですね。 

○澤本委員長  ですから、そんなにいつもいつもでかいところを毎回使っているということでも
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ないわけでしょう。たまにはそうだろうけれども。 

○委員  だから年に１回とか、そういうことだと思うんです。あとは小さなホールで。 

○澤本委員長  クラブ同士が固まって連盟ですよね。 

○委員  そう。だから、通常はクラブが使っている。だから、そういうクラブが使える部分は両

方にあってもいいだろうと、小さいところは。大きなところは年に１回大会があるとかという

ことだろうと思うんです。それはだから、例えば第２アリーナとか、そういうところが使える

ようになればよろしいんじゃないかと。 

○澤本委員長  そうですね。それとか、主競技場の方ね、こっちを使うとか。要するに、会場が

三つ大きなのができるわけだから、今までよりも３倍使えるわけですね、広いところが。そう

いう意味では、大会その他行事はいいと思うんですが、日ごろの練習を何百人でやるというこ

とはないですね。 

○委員  ないです。それはもう本当に３０人とか、そういう感じです。 

○委員  私の母も競技ダンスをやっていたんですけど、シューズを体育館が許可しているのかど

うかというのが、ちょっとよくわからないのですけれども。 

○事務局  体育館の利用は、基本的には上履きが必要になります。シューズというのは、要する

にダンスのためのシューズということですよね。 

○委員  レク室は使っていますけれども、主競技場は使えないですよね。 

○事務局  昔は確かに床を傷つけるという、そういう危険があったと聞いております。ただ、今

は靴の方は改良されておりますので、そういう危険のない靴、それが主流になっていると、そ

ういうふうに聞いております。 

○委員  運動靴じゃなきゃだめなんですよね。 

○事務局  基本的にはやはり運動靴が好ましいですが、今言ったように改善されたいい靴もあり、

タップダンス用の靴やピンヒールの靴といった床を傷つけるものでなければ許可しております。 

○澤本委員長  角度を変えて、今のある体育館は団体に比較的使えるようにすると。これからで

きる体育館は大会とか、個人貸し出しとかというところに区分けするように考えていいんです

か。 

   要するに、今、委員が言ったように、地域体育館性ということですね。 

○委員  例えば、レクホールを分割できるなら、小さいようにできるとしたらそういうところは

地域体育館に向こう側の人が使えるようにすればいいし、それができなければ、それはこっち

の体育館というふうになると思うんですね。 

○澤本委員長  その辺、事務局どうですか。 

○事務局  最終的には皆様方の御意見ということになるんですが、たたき台をお示しした段階で

は、新しい体育館は駅に近いという特性がございますので、個人利用がしやすいであろうと。

それから、箱が二つございますので、片方個人利用、片方団体利用と、そういったような使い

方も可能となります。 

ですので、たたき台の段階でございますが、新しい体育館は個人利用を主流に、こちらの今
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図面をお示ししてある古い方の体育館、これについては団体貸しを主流に、さらに真ん中にあ

る第２アリーナですね、こちらにつきましては、今まで皆さん方の御意見を伺った中で対応を

考えておりますので、こちらについては個人利用、団体利用、そのどちらも使えるような形、

そういう形に住み分ければうまいこと回るのかなと考えております。 

○澤本委員長  基本的な考え方を踏まえて進んでいかないと、話がまとまらないんですが、今の

考え方でよろしいんですか、皆さん。 

○委員  個人利用というのがよくわからないんだけど。 

○事務局  個人利用というのは、今体育館で行っております一般開放をイメージしていただけれ

ばと思います。自主事業ですとか、入館料をお支払いいただいて、それでだれでもそのときに

くれば、そのときにやっている事業に参加できると。団体利用と私が申し上げたのは、面貸し

です。 

○澤本委員長  ちょっと心配なのは民営化したときに、個人利用という面が会社の特性が出てき

て、種目が限られるとかという可能性はありますよね、直営の場合と民営の場合がありますか

ら。その辺はどんなふうに。今後できる体育館は直営なのか民営なのかわかりませんけれども、

その辺も考えながら、つくる段階で基本的にそういうことを考えながらつくっているわけです

から、その後の経営はどうなるのか、少し考えていかないと。 

○事務局  経営形態は幾つか今想定できるのは、皆さん御存じのとおり、ＰＦＩとか指定管理者

とか、残るのは直営ということになるわけですけれども、いずれの方法にしましても、これは

ランニングコスト、そういうものを効率的に考えていかないといけないということになります

ので、難しいのですけれども、直営でやるにしても、ＰＦＩでやるにしても、そこの効率性と

いうものは前提に体育館の管理運営をしていくということになろうと思います。 

○澤本委員長  ということを踏まえて、前の資料をきょう、お持ちですよね。検討課題、これは

宿題になっていて、これをきょう審議するということですね。それに対して、この間ちょっと

悪い言葉であやふやだったんですが、比較的先が見えてきたこの体育館がありますから、これ

と踏まえて先ほど言っているように、しつこいようですけど、踏まえてこの台町のリニューア

ルの方に余り時間をかけないで、こういうのを頭に入れながら、あくまでも新しい方の体育館

に話を持っていきたいんですが。主流はこちらの話なので、これは参考材料です。 

○委員  いいですか、新しい体育館の方ね。 

   １案、２案が示されていたんですが、要するにアリーナを２階に上げて、第１アリーナと第

２アリーナが同じフロアにあるというのは、確かに非常にいいと思うんですね。ただ、技術的

な問題として、２階に物を持ち上げることができるのかどうかというのが、いわゆる一般のエ

レベーターのレベルでできれば、それは大丈夫だと思うんですが、東京体育館は地下にあるん

だけど、裏からちゃんとそのまま入れるようになっているんです。だから、そういうところが

もしあって、そういうのをちょっと情報がわかる方がいたらちょっと教えていただきたい。２

階でもいいよという。 

○事務局  その点につきましては、コンサルの方に確認をいたしまして、たまたまあそこは傾斜
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地でございます。北に向かって上ってございますので、まだ断定はできませんが、傾斜を利用

した形で車が横づけできるようなことができないかと研究をしているところでございます。 

○委員  実際にフロアが高い体育館があるところはあります。そこなんかは、やっぱりスロープ

をつけています。搬入口をつけているところはあります。 

○委員  いずれにしろ、そうしないとだめなんだ。 

○委員  一般貸しをして、団体が使用して、そこがイベントをうつので機材を運ぶとなれば、例

えば鉄骨を組むとか、そういう場合にはやはり車、トラックを横づけにどんとできるような形

でないと無理だと思います。エレベーターで上げるというのはちょっと。 

○委員  でも地形上できるとすれば、確かに２階にそろえた方がいいですよね。 

○委員  それが理想じゃないですか、やはり。 

○澤本委員長  課題の中にイベント時の機材搬入ということがあったんですが、今、研究中とい

うことで承知しておいて、なおかつ研究してください。 

   それと、図面が二つありましたが、ここを見て何か検討するところはあるかということだっ

たんですが、この間の話では駐車場は多い方がいいということで、Ｂの１Ｆの方の話だった。

この辺は事務局、あれから進展していますか。 

○事務局  そちらの方、都条例の方に規定がございまして、その体育館の建築面積を１万５，０

００平米程度と仮定した場合に、７２台が条例上の必要台数ということです。 

○澤本委員長  そしてＢの１Ｆのこの図面で、出入口についてと、私どもちょっと話し合いをし

たんですが、この駅の方からも入れるようにすることはできないかと。要するに、駐車場の方

から入り口が出ているんですが、もう一つこのホールなんですから、駅の方からも入れるよう

な形で、逆に言えば有事の際には分散して早く逃げるには、たくさん出口があった方がいい。

それから入るときも、大きな大会は込み合いますから、二つにしたらいいんじゃないかという

ような、私の方ではそんな話が出ていますけど、この辺、事務局、いかがですか。 

○事務局  出入り口というのは駐車場ということではなくて、人の出入り口ということでよろし

いですか。 

○澤本委員長  はい。 

○事務局  人の出入り口につきましては、一番北側に出っ張っている部分、そこに階段が一つご

ざいます。それから、ホールがこれが図面では一応、どちらからでも出入りできるようにする

ことは可能だと考えております。 

○澤本委員長  この絵ですと、広場の方が黒い矢印がついていて、これから人が入るということ

ですよね。上にある階段のところが矢印になっていますけど、左から右の方へきていますけど、

右から左の方へも入れるということですね、ホールの右側の事務室の上のところ。 

   あと、図面を見て、委員の先生方、何かありますか。いいですかね、これで。 

○委員  前回も言ったように、どう見たってこのＢ案のこれが理想に近いと思います。ただ、先

ほど来、搬入の方を今のでスロープをつくって解決するんじゃないかと思います。この検討課

題の中で矢印から右にいったところで、やはりきょう、２番の諸室の配置についてというとこ
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ろで、これを右にいくと多目的室の規模等というところで、トレーニングルーム、トレーニン

グ室を含んで９００平米程度というスペースになっていますから、どうしても畳の常設をつく

るかつくらないで全体がうんと変わるということだと思うんですが、それをここで話し合う必

要はないですか。 

○澤本委員長  もう少し時間をいただいて、競技団体と柔道愛好者の意見も聞かないといけない

かと思うんですけど。 

○委員  畳を使わないということなら、もう簡単なんですよ。そこだけはいずれにしろ、固定し

ないと現実問題として、上げたり敷いたりするというのは大変なことだと思うんですよ。そう

いうところもあるようには聞いているんですけど、えらいことですから。１カ所はきちんとそ

ういう場所があった方がいいし、今までのところでいいということなら、これはもう本当に簡

単なんですけど。 

○澤本委員長  その辺もやっぱりいろいろ聞いてみないとわからないし、いろいろ諸事情がある

ので。諸事情というのは公の話ですから、お話ししますけど、消防署の裏に昔柔道場があった

んですよ。そこを町会の会館にするので、いろいろ話し合いの結果、柔道とか少林寺は出てい

ってくれということで、柔道場を解体するという話になったんですね。そのときに体育館がで

きるからこっちに入ったらと、その条件があるんですよ、引っ越しのための。どこでもさっき

言ったような、甲の原なら甲の原の、つくるときにはいろいろ諸事情があるわけですよね。そ

の辺も踏まえて話をしないと、話が違うじゃないかという話になっちゃうんですよね。そうい

う問題もクリアしていかないと。 

○委員  武道場、いろんな連盟から要望があるわけですから、それを踏まえて、既存の今の武道

場を少しグレードアップして、おっしゃるように床にクッションを入れるとか、正式な試合が

できるとか、いろんな要求を満たして、それで柔道連盟もいいということになれば、そこへや

っていただければ、新しい方はもっと伸び伸びと柔道場にこだわらずにできることはあります

よね。どうしても今のところを改修じゃ嫌だということになれば、新しいのになりますけども、

しかし今のところをもっと改修して、新築と同じレベルにしますよと。 

○委員  広さは問題ないんですか。 

○澤本委員長  要求だともう少し、事務局の方で資料が出ていますよね、たしか。もう少し大き

目なのが出ていますね。 

○事務局  ３００。 

○澤本委員長  それだけに対応するだけの競技人口があるかどうかというような問題もあります

よね。 

○事務局  ６００から９００平米。 

○委員  それは大きいね。 

○事務局  ８００平米なんて、大きさの要望もありますね。 

○澤本委員長  これは多分、ちょっと余分に言っておけば、少しは入るだろうというようなもの

だと思いますけど。 
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○委員  すごい広いじゃないですか。 

○委員  そうなると、ここは柔道の公式競技ですよ。 

○澤本委員長  やっぱりこれがよければあちらが立たずで、やっぱり最大公約数的にもっていか

ないと、私は武道関係だからできれば柔道を押してやりたいんですけど、そうも言っていられ

ないので、自分の競技が一番だれでもかわいいわけで、自分のところを一番広くしてもらいた

いというのは、これは人情なんですよね。やっぱりある程度、公平に冷静に見ていかないとい

けないと思いますけど。 

   一つ課題にしておいていただいて、よく研究してからもう１回ということでいいんじゃない

ですか。そうすると、話はスムーズにいくわけですよね、今の話では。柔道場がどちらかに。

例えば柔道場が今あるのは、要望どおりもう１回出してくれといって突っ張ってくるかもしれ

ないし、いや、今のところはもう全然多目的にしてしまって、畳はいらないよと、新しいとこ

ろつくってちょうだいという案が出るか、いいや、こちら側がもう少し、ちょっと気持ち広く

してくれればそれでいいよと。だから、向こうはもう多目的にやっちゃってくれよと、こうい

う話し合いもできると思うんですよね。これはちょっと私に任せていただきたいんですよね。 

○委員  でも、一番大きなところだと思うので、もし委員長が任せろというのであればお任せし

ます。 

○澤本委員長  責任重大じゃないですか。 

○委員  いずれにしろ、申しわけないけど１カ所にすると。 

○澤本委員長  委員会の中ではどちらか選んでくれという形で。 

○委員  両方というのはちょっと無理だと思うんです。 

○委員  そのかわり常設すると。 

○委員  大会は新しい体育館で開きたいんじゃないの、できたら。 

○澤本委員長  大会はどこでもできるんですよ。畳を運べば、年に一遍だから。日ごろの練習を

どうするか。 

○委員  問題はそれなんですよ。 

○澤本委員長  そんなにいないのにでかくつくってもしようがないし、６００はでか過ぎますよ

ね。現在、体育館をのぞきに行ってもらえばわかりますけど、利用状況を見れば一目瞭然なん

ですよ。確かに柔道連盟はでかくて、大会をやると６００人は下りませんから。大体ギャラリ

ーを入れて２，０００人ぐらい来ます。私たち空手もそうなんです。日ごろは私たちはいっぱ

いなんですけど、集めるとなると、ここではもう、多分向こうのメインアリーナでないと足り

ないぐらい集まります。でも、そういうときは年に一遍か二遍で、日ごろは分散して練習して

いるはずですから、柔道がどのぐらい理解力があるかというか、そのぐらい理解していただけ

るかという問題ですね、多分。 

   今言った、下のフロアが同じだったら全部使えるのが一番楽なんですよ。畳の問題があるん

で、そこだけがどうしても委員が言われるように決め手になるところですね。 

○委員  お任せします。 
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○澤本委員長  だからと言って柔道優先に考えるような気持ちはありません。一応、立場的には、

そういうふうに心得てはいます。 

○委員  それじゃあ、大体決まったから、あとは多目的の部分をどうするかということですね。 

○澤本委員長  そうですね。Ｂの１Ｆのところでちょっと説明をもう１回してください。 

○事務局  このＢの１Ｆの図面でございますが、今のところ仮決めで事務室とか、会議室とか、

シャワー室とかと右に並べてございますが、ここの面積が今仮決めなので、果たしてここに書

いてある１，２００平米の他に機械室を入れたときに、果たして９００になるかという問題も

一つ不確定要素としてあります。ただ、そのぐらいはほかの体育館の機械室の割合なんかから

考えると、９００平米ぐらいはとれるのではなかろうかなと考えております。 

それからあと、先ほどお示しした古い方の体育館、もしあのままいくとすれば会議室が縮み

ますので、さて、ここ新しい体育館に会議室が一体何平米の会議室が必要なのかということ。

今、この図面の中に入っている会議室につきましては、会議室１、２、３と書いてございます

が、三つ合わせて大体３００平米と。３００平米を１００平米ずつ分割してある図でございま

す。 

   それから、トレーニングルームを何平米にするか、それにもよってくるわけでございます。

トレーニングルームが今ある体育館がたしか１８５だったと思う。ですから、それより若干大

きくするか、あるいは前回委員さんが言われたように、トレーニングルームというのは市内全

域で足りる面積があればいいのであって、この体育館に大きい面積は要らないであろうと、そ

ういう御意見もございます。ただし、利用者が非常に多い施設でございますので、じゃあ、甲

の原、それからサブ体、あと現在の体育館とこの新体育館、全部合わせて、じゃあ、何平米ぐ

らいならいいのかと、ちょっとかえってわかりづらくなっちゃうかもわかりませんが、そうい

った関係の中で、今考えているのは、とりあえずトレーニングルームを仮に３００平米ぐらい

にするとすれば、ここにとれる多目的室というのは６００平米ぐらいになるのかなということ

でございます。以上です。 

○委員  トレーニング室というのはどういうトレーニング室を想定しておられるのか。いわゆる

ウエートトレーニングなんかの器材を常置するようなトレーニングルームなのか、エアロバイ

クの自転車をぐるぐると置くのか、あるいは何にもなしにして、違ういろいろな複合式のダン

ス系のトレーニングをやられるのか、いろんな意味があるので、トレーニングルームというの

をどういうふうに考えておられるか。 

○事務局  そこは何度も申し上げるようで申しわけないですけど、皆様方にお決めいただくこと

になるのですが、一つのヒントとしてですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、こ

こが駅に近い、近くに商店もあるということを考えますと、通勤通学、それから買い物、そう

いった方々に利用しやすい施設であろうと。そういうことを考えていきますと、余りハードな

器械ではなくソフトな、買い物ということで女性の方が多いのかなと。そういった感じで考え

ていきますと、こちらの方がある程度ソフトな器械、今ある市民体育館の方がハードな器械と

いうようなすみ分けもあるのかなとは考えております。 
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○澤本委員長  今あるトレーニング室はどのぐらいでしたか、広さ。 

○事務局  １８５。 

○澤本委員長  かなり今度の方が大きい。 

○事務局  ３００というのは決定ではございませんで、ただ一つには女性と男性という区分もあ

るのかなと。そこを割ると二つという考え方もできますので、トータルで３００ぐらいという

のが、皆さんにお決めいただくのですが、そういう考え方もあるかなと。 

○澤本委員長  ちなみにトレーニング室というのは男女別にするものなのですか、それとも一緒

にするものですか。 

○事務局  別にしなければならないというものではございません。ただ、最近、まち中で女性専

用というようなものも見受けますので、どうしてもそういう格好をいたしますので、女性の方

によっては、男の人と一緒というのは嫌がるという方もいらっしゃるかとは思います。 

○委員  公的な施設、区や都はというところは分けているところはほとんどないと思います、現

状では。今のはやりはガラス張りですよね。皆さんに見られながら刺激を受けて、一生懸命ト

レーニングをするという、例えば稲城なんかでもトレーニング室なんかは小さいですけれども、

ガラス張りです。外からも中からも全部見えるようなというのは、どちらかというと多いです

ね。大きさもそうなんですけど、格好いいなと思われるようなものであれば分ける必要もない

と思いますし、広さも本当にハードな器械さえ入れなければ、今いろんな調節機能があります

から、そんなに大きくする必要がないというふうに思います。 

○委員  確かにそうで、お勤め帰りの人が気楽に使えるような、そうすると本当に簡単な自転車

こぎとか、簡単なトレッドミルとか、おっしゃるように、ＵＣＬなんかへ行くと、本当にもう

ガラス張りで、ヘッドホンをつけてがっとやっているわけで、それだとこういうのはなくして、

これだけでも十分利用者はいると思います。あれを見ると、移動もできますし、行ったところ

ではトレーニングルームからあふれて廊下にずっと並べてあったり、いろんな使い方をしてい

るんで、廊下で使うのはどうかと思いますけれども、ごく簡単なもので私は多分多くの利用者

があると思いますけれども。 

○澤本委員長  それ、私が言っているのは、大きさも考えていますし、ハードの部分を、今の体

育館に、ソフトの方を向こうにという、この区分はいいんですか、皆さん。まず区分そのもの

は。今言った、余りお金のかさむようなすごい器械はここに置かないよということを言ってい

るわけですよね。随分お金がかかるんですよね。両方には無理だろうから、どちらかにという

考え方ですか、事務局。 

○事務局  トレーニング機器につきましては、今の体育館をごらんいただくとわかるんですが、

非常に故障しやすいです。ですので、こちらで購入しようと決めてはいません。一つの選択肢

として購入かリースかと選択肢がございます。とどろきアリーナなどは、あれはたしかリース

だったと記憶しております。ですから、トレーニング機器はパソコンと同じで新しいものがど

んどん出てきますので、そういった面も考えると故障、それから新しいものを入れられるとい

うことを考えると、リースも視野に入れた方がいいのかなと考えています。 
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○澤本委員長  私はその前、週２回ばかり通っていますけれども、比較的トレーニング室という

のは使っていますよね。利用者からすると、新しい器械にしてくれという、俺に言ってくれと

いうのはよく通りがかりに言われていますから、今言ったように、新しい器械をリースで入れ

るんでしたら、あそこに重いものを置いて、軽いソフトの分を向こうにする。そうすると、今

度はレクリエーションルームとトレーニング室との大きさのバランスというのを考えたときに、

これでいいのかどうかということを皆さんに検討していただきたい。 

トレーニング室は今最初の話ですと、男が１５０の女が１５０平米ぐらいというふうに考え

ていたようですけど、今の意見ですと、一緒にやった方がいいんじゃないかと。そうすると３

００必要があるのかどうか、必要かどうかということも、それによってレクリエーションルー

ムの規模もまた変わってくるんではないかと思いますし、さっき言ったペインディングの柔道

の関係が入ってきますから、その辺も踏まえながら、結論をきょう出さなくても、幾つか頭の

中で絵を描きながら話をしていただいて、きょう急激な結論は出さなくてもいいと思うんです

が。 

   では、トレーニング室というのは男女一緒でいいということで、意見は一致ですよね。それ

で３００の必要性があるかどうかということですね。要するに、レクリエーションルームにも

こちらの今の体育館のバランスも考えての話ですから。 

○委員  多目的室はできるだけ広い方がいいと思うんですよ。そうしたら、そこでかなりできち

ゃうという、それは多目的だからいろんなことができる、武道もできるし、さっきのようにダ

ンスもできるし、体操もできるしというふうに、できるだけした方がいいし。だから、トレー

ニングルームというのはつくると、大きさはともかく。これはそれぞれの体育館にあると。だ

からどっちかというと、地域の人が今のように勤めの帰りによって健康づくりをして帰ると。

本当はお風呂か何かあると、なおいいんですけど。それで風呂浴びて帰るというのが一番いい

んだけど。 

○委員  風呂だけ入りに来ちゃうから。 

○委員  そこまではできないだろうから、とりあえずちょっといい汗をかいて、家に帰って家で

風呂に入るということですから、同じ機能があっていいと思うんですよ。ただ、それを余り広

くしてしまうと、確かにせっかく広い多目的室がとれるのに狭くなっちゃうというのと、もう

一つ柔道場のことが解決しないと、それがまだはっきりしないと。 

○澤本委員長  このレクリエーションルームと書いてありますけど、今、委員が言うには、多目

的室というふうに言っていますから、ネーミングもちょっと問題ですよね。このレクリエーシ

ョンルームというと、何となくお遊びという感じがしますけど。多目的と言った方が多目的な

んで、遊びもあるし本格派も入れるしという意味で。そこをまた、今、台町の体育館にあるよ

うに、これも上手に仕切る形をとれば、これと同じことができるわけですよね。今、ある体育

館、これからリニューアルするこの競技場の多目的室と、こちらの多目的室はできるというこ

とですよね。 

   それは深く考えなくても、ばらせるように区分けをすればいいわけでしょう。 
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○委員  だから、固定するとしたら、今の柔道場と。これは要するに畳でないとできない競技と

いうふうになりますから、それが入るか入らないかによって、そこは変わってくる。 

○澤本委員長  どちらにしても、トレーニング室とレクリエーションルームが何となく漠然と出

ていますので、これをこのぐらいがレクリエーションルームで、このくらいが多目的室という

ふうに、ある程度までつくっていただければ、もし柔道がいっても、その一画に畳を敷けばい

いんであって、こちらの今の体育館のリニューアルする絵がありますよね、何となくこうなる

んじゃないかなと、同じようなものをこのトレーニング室と多目的室みたいなところにうまく

絵をかいてみて、柔道の意見も聞きながら、柔道はこのままでよければ、それはそのまま多目

的室になるし、柔道がこっちに行きたいといえば、こちらを今度、多目的室に変えることがで

きるわけでしょう。こっちはかなり具体的に進んできているけれど、これからできる体育館の

本番の方がちょっとなんとなく、もやもやという感じなんで、この辺事務局で、ぐっと決めな

いで、比較的こんなふうなプランはいかがでしょうかというようなのは出せませんか。 

○事務局  そこまで今のところまだ決めつけてはいなかったわけで、これからまたいろいろ宿題

をいただきました。その宿題に基づきまして、たたき台をつくらせていただきます。そのたた

き台、何種類かつくろうと思いますので、その中でまた御意見をいただきながら、最終的にど

ういうものがいいのか、そういう結論を出していただきたいと考えております。 

○澤本委員長  今言ったレクリエーションルーム、多目的室と今、台町にある多目的室がありま

すよね。地下の方の、今現在、第２、第３、第４のことをそう言うわけですが、この中でも柔

道の畳の問題が一つあります。 

もう一つは卓球なんですが、知る人は知ると思いますが、現在、体協傘下の卓球連盟と傘下

ではない卓球協会の二つがあります。しかし、今の現状を聞いていますと、連盟か協会が使う

んじゃなくて、一般開放で使っているというのが現状なんですよね。私が見てくると閑古鳥が

鳴いていまして、この間、私がちょっと見たときには２人ぐらいしかいなかったと。でも比較

的５０％ぐらいの使用率で、午前と午後についてはぱらぱらと来ると。午後はあいていると。

圧力団体みたいなのがいまして、どうしても体育館に卓球室をつくれと、閑古鳥が鳴いている

のに言われたんじゃ、ちょっとこれはまずいんじゃないかと。ここは私たちが踏ん張って、こ

このところは公平に利用率に応じた広さということでやるのが筋ではないかと思うんですが、

いかがですか。 

○委員  大会のときは当然、今のアリーナを使うわけでしょう。だから、平日の練習にどのぐら

い使われているかということでしょう。 

○澤本委員長  そうです。空手とか柔道とかダンスとかと同じで、大きいけど日ごろはパーツで

練習しているということですよね。ですから、ここの卓球室の利用率は５０％ということです。

違いますか。 

○事務局  使用率と申しますと、一般開放ですから、それは１００％という言い方を通常してい

ますが、現実に中身をつぶさに確認するところ、おおむね５２．１％、要するに、だからほぼ

５０％という数字が出ます。 
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○澤本委員長  私、いつも話をしているんですよね。私もあそこを使っていますからわかります

けど、３カ月前に予定の紙を出すんですよね、入場予定人数というのを。それは幾らでも書け

るわけですよ、３カ月前なんだから。一番私は毎回、スポーツ振興基本計画のときから言って

いるんですけど、武蔵野とかあっちの市になりますと、職員がきちっと申告どおり使っている

かどうかというのを点検に行っているというんですよ。例えばここをきょう５０人といったら、

ざっと見て５０人来ているかどうかぐらいの検査をすると。そして申告と現実が離れている場

合には、警告をするなり、以後貸し出しをしないぐらいの強いプレッシャーをかけるらしいで

す。そうじゃないと、小さな団体がわざわざでかく書いてやっていると、私、体育館の審議委

員をやったときも、これは違うのではないかと言ったんですよ。３カ月前の資料をもとに、利

用度数何％なんていったって、実際使っているのを見ているのかと言ったんですけど、まさに

こうなってくると、実際使っているのはどのぐらいかというのが決め手だと思うんですね。幾

らでもペーパー上では書けるわけですから、できれば体育館の、これからそうしろとは言いま

せんけれども、この時期は職員の方は大変かもしれませんが、本当に申告してあるどおりに１

カ月なり２カ月よく見ていただいて、過剰申告があるかどうかということで実態がつかめると

思うんです。 

この間、私がある人と柔道室を見に行ったら、真っ暗けだったんですね。隣の卓球場へ行っ

たら２人しかやっていないですね。片方に言わせると、片方は団体貸しですから、多分きょう

は気分悪いからやりたくないと、やらなくなってしまったのかもしれないけど、こっち方は個

人利用ですから、親子であの広いところで卓球やっていましたから、これはむだだなというふ

うには思っていますけれども。だから、卓球にもそういう問題点があるということを基礎的に

皆さんが承知だと思いますけど。 

○委員  そういう意味では、多目的室にできるだけすることによって、ほかの競技でも使えると

しないともったいないんですよ。 

○澤本委員長  それじゃあ、ほかの団体が使いたいときには広くしてあげれば使えるわけですか

ら、だからさっき言ったように、名前も卓球室とか、何とか室と決めない方が可動式の仕切り

をとればできますから。そうするとそんなに深くものを考えなくても、何となく仕切りの数だ

け問題じゃないですか、どのぐらいの仕切りにするかということで。いつでもばらければ大き

く使えるし、ですよね。 

○委員  最終的には委員長の柔道のところをちょっと、卓球もそうだけど、やっぱり常設の畳を

つくるかつくらないかが、これはもうこの先その１点だと思いますよ。 

○澤本委員長  早急に柔道連盟呼んで、また畳を敷いて使用する連盟を呼んで、あと一般開放で

使っていますが、ときどき護身術みたいなのをやっていますよね。杖か棒を持ってきて、何か

五、六人で練習をしていますね。 

○委員  そうですね。そんなに頻繁には使っているような形跡はないですね。 

○委員  年に４回の体力測定、あそこを使っているぐらいですね。体力測定の日にやはり、ＰＲ

不足かもしれないんですけど、人数が少ないんですよ、体力測定に来る方たちも。それで、卓
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球に来ている人とかに声をかけに行こうと思っても、やはりさっき言ったように、人が何人も

いらっしゃらないし、本当にちょっとむだなところですね。 

○委員  できるだけ多目的室ふうにしていただいて、そうしないと卓球場となったら、やっぱり

卓球以外に使いにくいんです。だから、できるだけ。それはどうしても柔道場みたいに畳を敷

かなきゃしようがないということになったら、そこはできるだけ畳を必要な競技に使ってもら

う。そのかわり、１カ所にしてもらうと。大会のときはアリーナにセッティングすればいいわ

けですから。 

○委員  卓球場としないでも、今卓球台も折りたたんで可動式ですから、あいているところへそ

れを二、三台持ってきて、間にこのごろはネットでも屏風式のがありますから、ちょっとやれ

ばそれほど危険はないと思いますが。 

○澤本委員長  団体というのは、経験あると思いますけど、波がありますから、人がふえるとき

もあるし、減るときもあるんで、今、団体が柔道室を使ってないから今だめなんじゃないかと

言ったって、またふえてくる場合もあるんで、それは一過性でぐっとつかまえてもだめなんだ

よね。長いスパンで見ていかないといけないと思うんですよね。空手なんか、もうぎゅうぎゅ

うであふれちゃってどうしようもないなと。横がぶつかっちゃって、この間もけがしちゃった

なんていうぐらいぎゅうぎゅうなんですよね。だから団体にもよりますし、それから、全体の

年間の何年間の流れもありますから、一概に決めつけて、今すいているからこうじゃないかと

いうことも、ちょっと問題だし。 

それから、特に武道なんかの場合は、４年後には文科省の方で中学の中に武道を取り入れる

ということですから、恐らく、そうなってくるとそういうものも熱が上がってくるでしょうし、

教育委員会とも考えていて、教員を指導して、その教員が生徒を教えるというような、そうい

うような流れになりそうなんで、そういう部屋も必要ではないかとは思います。畳がないのに

柔道を教えられないんで。学校によってはあるところとないところがあるわけですから、そう

いう場所に、要するに公の学校の施設のために、ないところのために市教員を呼んでそこで柔

道を教えるということもあり得るんで、余り今少ないからどうという問題では４年、５年、先

を見た場合には、そういうことも考えられる。 

○委員  実際に、柔道場を常設のをつくるとなれば、今のスペース以下ということは考えづらい

ですよね。やっぱりそれだけのスペースをとるということがありますので、それを。 

○澤本委員長  それはもうアピールして。 

○委員  よろしくお願いします。そこからすとんとスムーズにいくんじゃないですか。 

○澤本委員長  それからちょっと聞き損なったんですけど、この何か目新しい書類ばかり見ちゃ

うんですけど、これは冷暖房完備なんですか。 

○委員  それは我々が決めるんですか。 

○澤本委員長  いや、設計上。 

○事務局  新しい方ですか。 

○澤本委員長  新しく今日、出された資料の中で、枠がレク室と多目的室というのは、これは何
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か古いまま、第２、第３、第４をつぶしてありますけど、剣道場とか柔道場という名前でない

にしても、これは多目的室のところは冷暖房つくんですか。 

○事務局  冷暖房については、一応つける方向で今、考えております。 

○澤本委員長  そうすると、比較的移住する確率は高いんで、こちらの方のスペースができると、

こちらに大きなのができる可能性はありますよね。よく説得をして、なるべくこちらでやるよ

うには方向、私的には考えていますけれども。そうすれば、こっちのトレーニング室とここに

書いてあるレクリエーションルームが多目的で、もっと広く使えるという可能性はあるわけで

すよね。これは向こう側の要望もありますから、勝手にああだこうだ言うと、まただれかいろ

いろ言ってきますから、齟齬のないようにうまく話はつけたいとは思っていますけど、余り自

信満々で言っちゃって、俺は両方二つ欲しいなんて言われちゃったらちょっと困っちゃうんで

すけど、高所大所から見た場合に、そんなことは普通あり得ないでしょう。 

○委員  そこはどちらかに１カ所だよ、常設は。大会なんかのときは仮設でつくると。どちらか

にしようということはぜひ言っていただいて。 

○澤本委員長  それからでよろしいですか、事務局。このトレーニングとレクリエーションルー

ムをなるべく具体的にするのは。 

○事務局  こちらの方でも本当にそこはまだ読み切れていない部分でございますので、コンサル

の方ともよく相談しながら、本当に機械室はこの規模だったらどのぐらいの面積が必要になる

のか。あと会議室につきましても、先ほど申し上げましたが、本当に３００平米でいいのか。

あとシャワー室、トイレ、そういったものにどのぐらいとられるのか。ここは今回、慎重にコ

ンサルの方と相談しながら、よその体育館の平均値等を求めて、大体このぐらいになるであろ

うと、今までみたいなつかみではなく、もう少し正確性を持ったもので案をお示ししたいと思

います。 

○澤本委員長  委員の皆さん、よろしいですか、これで。 

（異議なしの声あり） 

○澤本委員長  余り話が先へ進んでもあれなんで、このくらいでよろしいですか。 

   一遍に決めていく問題ではないと思うんですが、何となく見えてきたというような感じなん

ですが、とりあえず、即刻、柔道連盟や畳を使っている人たちの会長や役員さんと話をして、

向こうの要望もよく聞いてきます。 

   あと、何か御意見がありますか。なければ、今日も出席人数が少ないというのは、急に日に

ちを変更したというのが一つあります。それから私、なるべくだったら月曜日と言ったんです

が、やはり書類の関係上、木曜日あたりがどうも役所の方はやりいいと、月曜日から木曜日ま

で練っておいたやつを出すということで、できれば６月１９日ごろの木曜日に次回はいかがで

しょうか。ピッチを上げないと、１０月までに答えを出さなくちゃいけないんで、万難を排し

て来てください。 

   １９日の７時にこの場所で開催することといたします。特に変更のない限り、御出席の皆様

には改めて通知をいたしませんので、よろしくお願いいたします。きょう、休んでいる方には
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事務局より連絡をしていただきたいと思います。 

  その他、報告事項等は事務局からございますか。 

○事務局  ありません。 

○澤本委員長  なければ、以上で本日のスポーツ振興審議会総合体育館整備基本方針・基本計画

策定に関する小委員会を終了いたします。どうも御苦労さまでございました。 

【午後８時２３分閉会】 
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